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理  由 

 

「あきたこまちＲ」への全面切り替えにより、「あきたこまち」

を生産したい個々の農家に対して過重の負担を強いることになる。

また、「あきたこまちＲ」を「あきたこまち」と表示して販売する

ことで両者の区別が判断できず、不安を感じる消費者が「あきたこ

まち」の購入を控えることも懸念されることなどから、意見書を提

出する必要がある。 



議会案第２号 

 

「あきたこまちＲ」への全面切り替えの見直しに関する意見書 

 

秋田県は令和７年度から、現在生産されている県産米「あきたこまち」をカ

ドミウム低吸収米「あきたこまちＲ」にすべて切り替え、「あきたこまち」とし

て販売する計画を進めている。 

令和５年７月 20 日から８月 21 日までの期間に秋田県議会が募集したパブリ

ックコメントには、「どのような影響を及ぼすのか不明」「従来のあきたこまち

を食べたい」「選択できるようにすべきだ」といった多くの懸念と不安の声が寄

せられている。県が示す「全面切り替え」とは、県内の種場から供給される種

子が「あきたこまちＲ」に切り替わるということであるが、「あきたこまちＲ」

に対する評価は別としても、県内全域で「あきたこまちＲ」に全面的に切り替

えた場合、これまでの「あきたこまち」を生産するためには他県から直接種子

を購入するか自家採種するかせざるを得ず、個々の農家に対して過重の負担を

強いることになる。また、「あきたこまちＲ」を「あきたこまち」と表示して販

売することで両者の区別が判断できなくなり、不安を感じる消費者が「あきた

こまち」の購入を控えることも懸念される。 

これらの点に配慮し、「あきたこまちＲ」への切り替え計画については、全面

切り替え方式を見直し、これまでの「あきたこまち」の生産も継続できるよう

に要望する。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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